
外国人雇用対策について

令和元年９月７日

厚生労働省 職業安定局 外国人雇用対策課

令和元年度文化庁日本語教育大会（東京大会） 資料

①就労目的で在留が認められる者 約27.7万人
(いわゆる「専門的・技術的分野の在留資格」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

②身分に基づき在留する者 約49.6万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活
動が可能。

④特定活動 約3.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設
就労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報
酬を受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約34.4万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認めら
れる場合に報酬を受ける活動が許可。

③技能実習 約30.8万人
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係
のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした
技能実習生も同様。）。

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 146.0万人の内訳)

※外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第２８条）。
なお、「外交」、「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士

技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
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国籍別にみた外国人労働者数の推移

○ 国籍別に直近の状況をみると、中国が最も多く389,117 人で、外国人労働者全体の26.6％を占めている。
次いで、ベトナムが316,840 人（同21.7％）、フィリピンが164,006 人（同11.2％）の順となっている。

○ 直近の推移をみると、特にベトナムについては対前年同期比で76,581 人（31.9％）と大幅に増加している。
また、インドネシアについては同 7,427 人（21.7％） 、ネパールについては同 12,451人（18.0％）増加している。

出典：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（各年10月末現在）

（単位：千人）

（年）

在留資格 総数
①専門的
・技術的分野

②身分に基づく
在留資格

③技能実習 ➃特定活動 ➄資格外活動

全国籍計 １，４６０，４６３ ２７６，７７０ ４９５，６６８ ３０８，４８９ ３５，６１５ ３４３，７９１

中国 ３８９，１１７ １０３，２３７ １０３，８２７ ８４，０６３ ４，６６０ ９３，３１５

韓国 ６２，５１６ ２７，８９３ ２２，８２８ ８５ ３，１３８ ８，５６４

フィリピン １６４，００６ ９，８２７ １１７，１２５ ２９，８７５ ５，０７３ ２，０９８

ベトナム ３１６，８４０ ３１，９７９ １２，４０５ １４２，８８３ ４，５７０ １２４，９８８

ネパール ８１，５６２ ９，０４１ ３，６６５ ３９９ ３，５７３ ６４，８７５

インドネシア ４１，５８６ ３，７６６ ５，４３４ ２４，９３５ ３，０２０ ４，４３１

ブラジル １２７，３９２ ８６３ １２６，１６２ １０５ ４２ ２１７

ペルー ２８，６８６ ９７ ２８，４４０ ５４ ２２ ７２

その他 ２４８，７５８ ９０，０６７ ７５，７８２ ２６，０９０ １１，５１７ ４５，２３１

出典： 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況（平成30年10月末現在）」

（単位：人）

日本で就労する外国人労働者（在留資格・国籍別）

○ ベトナムは「技能実習」が45.1％、次いで「資格外活動（留学生等）」が39.4％となっている。
〇 インドネシアは「技能実習」が60.0％となっている。
○ ネパールは「資格外活動（留学生等）」が79.5％となっている。



外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（概要）
我が国に在留する外国人は近年増加(264万人)､我が国で働く外国人も急増(128万人)､新たな在留資格を創設(平成31年4月施行)

⇒ 外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組とともに、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進する。今後も対応策の充実を図
る。

(1) 在留資格手続の円滑化・迅速化
○ 受入企業等による在留資格手続のオンライン申請の開始【12億円】
○ 在留カード番号等を活用した申請手続の更なる負担軽減、標準処理期間(２週間～１か月）の励行

(2) 在留管理基盤の強化
○ 法務省・厚生労働省の情報共有の更なる推進による外国人の在留状況 雇用状況の正確な把握
○ 業種別 職種別 在留資格別等の就労状況を正確に把握する仕組みの構築、公的統計の充実・活用
○ 出入国在留管理庁の創設に伴う出入国及び在留管理体制の強化【18億円】

(3) 不法滞在者等への対策強化
○ 警察庁、法務省、外務省等の関係機関の連携強化による不法滞在者等の排除の徹底【5億円】
○ 技能実習に係る失踪者情報等の収集・分析、これを踏まえた調査の徹底、実習実施者等に対する計画

認定取消し等の運用の厳格化、平成29年における技能実習に係る失踪者等の悉皆調査・対応

(1) 悪質な仲介事業者等の排除
○ 二国間の政府間文書の作成（９か国）とこれに基づく情報共有の実施
○ 外務省（在外公館）、警察庁、法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構等の関係機関の連携強化

による悪質な仲介事業者（ブローカー）等の排除の徹底と入国審査基準の厳格化
○ 悪質な仲介事業者等の把握に向けた在留諸申請における記載内容の充実

(2) 海外における日本語教育基盤の充実等
○ 日本での生活･就労に必要な日本語能力を確認する能力判定テストをCBT（Computer 

Based Testing）により厳正に実施（９か国）
○ 国際交流基金等による海外における日本語教育基盤強化(現地教師育成､現地機関活動支援)
○ 在外公館等による情報発信の充実

(1) 国民及び外国人の声を聴く仕組みづくり
○ 「『国民の声』を聴く会議」において、国民及び外国人双方から意見を継続的に聴取

(2) 啓発活動等の実施
○ 全ての人が互いの人権を大切にし支え合う共生社会の実現のため、「心のバリアフリー」の取組を推進

外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組

外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取･啓発活動等

新たな在留管理体制の構築

(4) 外国人児童生徒の教育等の充実
○ 日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善と支援員等の配置への支援
○ 地方公共団体が行う外国人児童生徒等への支援体制整備（ICT活用、多様な主体との連携）
○ 教員等の資質能力の向上（研修指導者の養成、地方公共団体が実施する研修への指導者派遣等による

全国的な研修実施の促進）
○ 地域企業やNPO等と連携した高校生等のキャリア教育支援、就学機会の確保【１億円】

(5) 留学生の就職等の支援
○ 大卒者・クールジャパン分野等の専修学校修了者の就職促進のための在留資格の整備等
○ 中小企業等に就職する際の在留資格変更手続の簡素化
○ 文部科学省による大学等の就職促進のプログラムの認定等【６億円】
○ 留学生の就職率の公表の要請、就職支援の取組状況や就職状況に応じた教育機関に対する奨学金の

優先配分、介護人材確保のための留学・日本語学習支援の充実【14億円】
○ 業務に必要な日本語能力レベルの企業ごとの違いなどを踏まえた多様な採用プロセスの推進
○ 産官学連携による採用後の多様な人材育成 待遇などのベストプラクティスの構築・横展開

(6) 適正な労働環境等の確保
① 適正な労働条件と雇用管理の確保、労働安全衛生の確保

○ 労働基準監督署 ハローワークの体制強化 、外国人技能実習機構の体制強化、「労働条件相談ほっと
ライン」の多言語対応（８言語対応）

○ ｢外国人労働者相談コーナー｣･｢外国人労働者向け相談ダイヤル｣における多言語対応の推進･相談体制の拡充
② 地域での安定した就労の支援
○ ハローワークにおける多言語対応の推進（11言語対応）と地域における再就職支援
○ 地域ごとの在留外国人の状況を踏まえた情報提供・相談の多言語対応、職業訓練の実施

(7) 社会保険への加入促進等
○ 法務省から厚生労働省等への情報提供等による社会保険への加入促進
○ 医療保険の適正な利用の確保（被扶養認定において原則として国内居住要件を導入､不適正事案対応等）
○ 納税義務の確実な履行の支援等の納税環境の整備

(1) 暮らしやすい地域社会づくり
① 行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備

○ 行政 生活全般の情報提供 相談を多言語で行う一元的窓口に係る地方公共団体への支援制度の創設
（「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮)」（全国約100か所、11言語対応）の整備）

○ 安全 安心な生活 就労のための新たな｢生活・就労ガイドブック(仮)｣（11言語対応）の作成 普及
○ 多言語音声翻訳システムのプラットフォームの構築【８億円】と多言語音声翻訳システムの利用促進

② 地域における多文化共生の取組の促進・支援
○ 外国人材の受入れ支援や共生支援を行う受け皿機関の立ち上げ等地域における外国人材の活躍と

共生社会の実現を図るための地方公共団体の先導的な取組を地方創生推進交付金により支援
○ 外国人の支援に携わる人材･団体の育成とネットワークの構築

(2) 生活サービス環境の改善等
① 医療・保健・福祉サービスの提供環境の整備等

○ 電話通訳や多言語翻訳システムの利用促進、マニュアルの整備、地域の対策協議会の設置等により
全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制を整備

○ 地域の基幹的医療機関における医療通訳の配置・院内案内図の多言語化の支援
② 災害発生時の情報発信・支援等の充実

○ 気象庁ＨＰ、Ｊアラートの国民保護情報等を発信するプッシュ型情報発信アプリ Safety tips 等を通じた防災･
気象情報の多言語化･普及(11言語対応)、外国人にも分かりやすい情報伝達に向けた改善(地図情報､警告音等）

○ 三者間同時通訳による「119番」多言語対応と救急現場における多言語音声翻訳アプリの利用、災害時外国人
支援情報コーディネーターの養成

③ 交通安全対策､事件・事故､消費者トラブル､法律トラブル､人権問題､生活困窮相談等への対応の充実
○ 交通安全に関する広報啓発の実施、運転免許学科試験等の多言語対応
○ 「110番」や事件･事故等現場における多言語対応
○ 消費生活センター(「188番」)､法テラス､人権擁護機関(８言語対応) ､生活困窮相談窓口等の多言語対応

④ 住宅確保のための環境整備・支援
○ 賃貸人 仲介事業者向け実務対応マニュアル、外国語版の賃貸住宅標準契約書等の普及(８言語対応)
○ 外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・住宅情報提供・居住支援等の促進

⑤ 金融・通信サービスの利便性の向上
○ 金融機関における外国人の口座開設に係る環境整備、多言語対応の推進、ガイドラインの整備
○ 携帯電話の契約時の多言語対応の推進、在留カードによる本人確認が可能である旨の周知の徹底

(3) 円滑なコミュニケーションの実現
① 日本語教育の充実

○ 生活のための日本語の標準的なカリキュラム等を踏まえた日本語教育の全国展開（地域日本語教育
の総合的体制づくり支援、日本語教室空白地域の解消支援等）【６億円】

○ 多様な学習形態のニーズへの対応（多言語ICT学習教材の開発・提供､放送大学の教材やNHKの日本語
教育コンテンツの活用 多言語化、全ての都道府県における夜間中学の設置促進等）

○ 日本語教育の標準等の作成（日本版CEFR（言語のためのヨーロッパ共通参照枠））
○ 日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備

② 日本語教育機関の質の向上・適正な管理
○ 日本語教育機関の質の向上を図るための告示基準の厳格化（出席率や不法残留者割合等の抹消基準の

厳格化、日本語能力に係る試験の合格率等による数値基準の導入等）
○ 日本語教育機関に対する定期的な点検・報告の義務付け
○ 日本語教育機関の日本語能力に関する試験結果等の公表義務・情報開示の充実
○ 日本語教育機関に関する情報を関係機関で共有し､法務省における調査や外務省における査証審査に活用

生活者としての外国人に対する支援

総額211億円（注）

平成 3 0 年1 2 月2 5 日
外国人材の受入れ・共生
に関する関係閣僚会議

（注）予算額は30年度補正(２号)予算、31年度予算の措置額。このほか、関連予算として、地方創生推進交付金1 000億円の内数、（独）日本学生支援機構運営費交付金131億円の内数（留学生の就職等支援関連）、人材開発支援助成金571億円の内数（地域での安定就労支援関連）、不法滞在者対策等157億円等がある。

【３億円】

【17億円】

【34億円】

【20億円】

〔 〕

-

ハローワークにおける外国人労働者の職業相談体制

■外国人雇用サービスセンター

対 象 者 - 高度外国人材（就労目的の在留資格の外国人、日本での就職を希望する外国人留学生）
に対する就職支援

設 置 数 - ４拠点（東京、名古屋、大阪、福岡）＊福岡は令和元年８月開設予定

支援内容 - 高度外国人材の就業を促進するための中核的施設として、ハローワークの全国ネット
ワークを活用し、専門的かつきめ細やかな就職支援を行う

■留学生コーナー
対 象 者 - 日本での就職を希望する外国人留学生（既卒含む）

設 置 数 - 21拠点（一部の新卒応援ハローワークに設置）

支援内容 - 外国人雇用サービスセンターと連携し、担当者制によるきめ細やかな就職支援を実施

■外国人雇用サービスコーナー

対 象 者 - 日系人等の身分に基づく在留資格の外国人を中心とした外国人労働者全般

設 置 数 - 129拠点（通訳員を配置しているハローワーク）

支援内容 - 地域の特性に応じた言語の通訳員を配置し、専門相談員が就職支援を実施

機能特化型の就職支援サービス（利用者のニーズ・特性に応じたサービス展開）

このほか、全国のハローワーク（544拠点）においても、外国人労働者が離転職した際の職業相談等に対応



定住外国人の就労実態及び課題

労働者数
（①）

（うち）派遣・請負の
労働者数 （②）

派遣請負の割合
（②／①）

外国人労働者総数 １，４６０，４６３人 ３０９，４７０人 ２１．２％

うち身分に基づく在留資格 ４９５，６６８人 １６５，７８６人 ３３．４％

うち ブラジル国籍 １２６，１６２人 ７１，１５４人 ５６．４％

うち ペルー国籍 ２８，４４０人 １３，０８０人 ４６．０％

身分に基づく在留資格を有する者（※いわゆる定住外国人）は、派遣・請負といった不安定な雇用形態で働く者
が多く、一旦失業した場合には、日本語能力の不足や我が国の雇用慣行に不案内であることに加え、これまでの職
業経験の蓄積が十分でないといった問題などから、日本企業で広く安定的な職業に就くためのスキルを身につけて
いるとは言えず、日本人労働者に比べて特に脆弱な立場に置かれている。

● 景気・雇用情勢の影響を受けやすく、一旦職を得ても離職する者も多い。

● 企業側が外国人労働者に求める日本語能力の水準は高まる傾向にある。

● 職場でのコミュニケーション、指示書の読解、日誌の記録など、これまで以上に日本語能力がないと就労が

難しい状況にある。

派遣・請負での就労について

ミスマッチの要因＝日本語能力の不足（特に「読む」、「書く」力）

○ 2015年４月に雇用政策基本方針を改正、「定住者（日系人など）、日本人の配偶者等、我が国における活動制限
のない外国人の就業を推進するため、企業における雇用管理の改善を促進するほか、日本語能力の改善等を図る研
修や職業訓練の実施、社会保険の加入促進等を通じて安定した雇用を確保し、意欲と能力に応じた働き方を実現す
る。」としている。

○ 日系人等の定住外国人については、これらの基本方針を踏まえ、日本語能力が不足していること等、外国人の特
性に配慮した職業訓練の機会の提供や、職業相談から訓練、職業紹介、定着支援までの一貫した就労支援の取組み
を進めることが、適正かつ安定した就労につなげていく上で重要。

○ 労働局が主体となって関係機関（都道府県能力開発主管課、外国人集住地域の市町村、職業訓練機関、外国人
就労・定着支援研修委託団体等）との連携を強化し、職業相談から定着支援までの一貫した就労支援に取り組
む。

○ 各地域のニーズ等を勘案しつつ、日系人等の定住外国人に配慮した職業訓練の機会の確保、外国人就労・定着
支援備研修と職業訓練の開催時期を連動させる等の取組みを進め、就職率の向上につなげる。

定住外国人に対する就労支援

○ 外国人就労・定着支援研修の実施

（20都府県100都市で実施、5,000名受講予定）

① 職場における日本語コミュニケーション能力の向上

② 日本の労働法令や雇用慣行等の基本的知識の習得

③ 労働保険・社会保険制度等に関する知識の習得等を
目的とする研修を実施することにより、国内企業に
おける安定的な就職及び職場定着の促進を図る。

○ 通訳・相談員・ワンストップサービスコーナーの

設置・配置

① 通訳配置所数：129か所

② 外国人専門相談員等の配置状況：243人

③ ワンストップサービスコーナー配置状況：５か所

④ 多言語コンタクトセンター（全国のHWから利用

可能な10言語対応の電話通訳）の設置

2019年度における取組



・ コース当たりの総研修時間は120時間で設定

・ 地域の実情や受講者ニーズに合わせ、夜間や土日のコースも設置

以下のような内容の研修を実施

・ 日本語教育も含めた職場でのコミュニケーション能力の強化

・ 日本の労働法令、雇用慣行等の基本的知識 等

日系人等の定住外国人は、日本語能力の不足や我が国の雇用慣行に不案内であること等から、不安定な雇用

形態で働く者も多い。

このような状況を踏まえ、定住外国人を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇

用慣行、労働・社会保険制度等に関する知識の習得に係る研修を実施することを通じて、円滑な求職活動の促進

や安定雇用の促進を図る。

事業目的

外国人就労・定着支援研修事業の概要

職場見学

就労講義

日本語講義

研修時間等

平成31年度における受講者数及び実施地域数（計画数）は以下のとおり。

実施コース 250 コース（平成30年度実績：259 コース）

受講者数 5,000 名（平成30年度実績：4,311 名）

実施地域数 20都府県100地域（平成30年度実績：17都府県91地域）

実施規模

定住外国人（安定的な雇用に就くことが困難な者等）研修対象者

研修内容

平成31年度からは、国内企業で就職する外国人留学生等を対象としたコースを追加

➢ 東京、愛知、大阪、福岡の４地域で実施

コースの追加

外国人就労・定着支援研修事業

［H27年度］ 受講者数 4,106 名 （全国84地域、247コース）

［H28年度］ 受講者数 4,450 名 （全国94地域、260コース）

［H29年度］ 受講者数 4,221 名 （全国91地域、265コース）

［H30年度］ 受講者数 4,311 名 （全国91地域、259コース）

過去の事業実績


